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議案第１２８号

福岡市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例等の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

平成２８年６月１４日

福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

理由

　この条例案を提出したのは，農業委員会等に関する法律の一部改正により，農業委員会の

委員の選出方法の変更及び農地利用最適化推進委員の新設が行われたことに伴い，農業委員

会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数等を定める必要があるによる。

福岡市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例等の一部を改正する条例

　（福岡市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の一部改正）

第１条　福岡市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例（平成１７年福岡市条例第

８５号）の一部を次のように改正する。

　　題名を次のように改める。

　　　　福岡市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

　　第１条中「第７条第１項，第１０条の２第２項及び第３項並びに第１９条第６項」を「第８

条第２項及び第１８条第２項」に，「（以下「委員会」という。）の選挙による委員の定数等に

関し必要な事項」を「の委員（以下「農業委員」という。）及び農地利用最適化推進委員

（以下「推進委員」という。）の定数」に改める。

　　第２条を次のように改める。

　　（農業委員及び推進委員の定数）

　第２条　農業委員の定数は，１９人とする。

　２　推進委員の定数は，２７人とする。

　　第３条及び第４条を削る。

　　別表第１及び別表第２を削る。

　（福岡市特別職職員等の議員報酬，報酬，費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正）
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第２条　福岡市特別職職員等の議員報酬，報酬，費用弁償及び期末手当に関する条例（昭和

３１年福岡市条例第４４号）の一部を次のように改正する。

　　第５条第１項第３号中「第２９条第１項」を「第３５条第１項」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は，公布の日から施行する。ただし，第２条中福岡市特別職職員等の議員報酬，

報酬，費用弁償及び期末手当に関する条例別表第２の改正規定は，規則で定める日から施

行する。

　（福岡市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

２　農業委員会の委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律（平成２７年法律第６３

号）附則第２９条第２項の規定によりなお従前の例により在任する間は，農業委員会の委員

の定数及び部会を構成する委員の定数については，なお従前の例による。

　別表第２中

「 農業委員会

会 長

部 会 会 長

委 員

月額 ８２,０００円

月額 ７１,０００円

月額 ４６,０００円 」

を

「 農業委員会

会 長

委 員

農 地 利 用 最 適 化 推 進 委 員

月額 ８２,０００円

月額 ４６,０００円

月額 ４６,０００円 」

に改める。


